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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ほぼ矩形状に形成されたベース板と、上記ベース板の左右両側に配置され、各一端側の
一部分が背面側に回り込むようにほぼＬ字状に折り曲げられた左右一対の熱交換器と、上
記ベース板の背面側のほぼ中央部に設けられた圧縮機と、上記圧縮機の周りを囲むように
上記ベース板上に取り付けられた仕切り板と、上記仕切り板の前面側にモータ支持台を介
して取り付けられた送風機と、上記ベース板の前面側に配置されたファンリングと、上記
ファンリングおよび上記熱交換器を覆って上記ベース板に固定された外胴とを備え、
　上記仕切り板は、上記ベース板から上記外胴の天井面までの高さにほぼ等しい高さであ
るとともに、上記各熱交換器の背面側端部間に配置される開口部を有し、上記開口部の開
口面に沿って電装品箱と操作弁取付基板とが配置されていることを特徴とするスプリット
型エアコンの室外機。
【請求項２】
　上記ファンリングの上部には、上記外胴の天井側を補強する天井補強板が設けられ、上
記天井補強板は、上記熱交換器に対する係止手段を備えている請求項１に記載のスプリッ
ト型エアコンの室外機。
【請求項３】
　上記仕切り板の上端には、上記外胴の天井面を支持する上部フランジが形成されている
請求項１に記載のスプリット型エアコンの室外機。
【請求項４】
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　上記モータ支持台は、上記仕切り板とともに上記外胴の天井面を支持するように、その
上端が上記仕切り板の上端に固定され、下端側が上記ベース板に固定されている請求項１
に記載のスプリット型エアコンの室外機。
【請求項５】
　上記電装品箱が上側で、その下側に上記操作弁取付基板が配置され、上記操作弁取付基
板には、二方操作弁と三方操作弁の２つの操作弁が水平方向に所定の間隔をもって離され
た状態で、上記三方操作弁が上記二方操作弁よりも上部位置に配置されている請求項１に
記載のスプリット型エアコンの室外機。
【請求項６】
　上記仕切り板が左右非対称形で、上記左右の熱交換器で吸込風量が異なる場合、吸込風
量が多い方の熱交換器側の熱交換能力が吸込風量が少ない方の熱交換器側の熱交換能力よ
りも大きく設定されている請求項１または３に記載のスプリット型エアコンの室外機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はスプリット型エアコンの室外機に関し、さらに詳しく言えば、剛性が高い筐体構
造を有するとともに、運転時の騒音・振動が少なく、よりコンパクト化が可能なスプリッ
ト型エアコンの室外機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
スプリット型エアコン（空気調和機）においては、室内機と室外機とが配管を介して接続
され、室外機は屋外の例えば庭先やベランダ、屋根上などに設置される。図１９に、一般
的な室外機の内部構造を平面視にて模式的に示す。
【０００３】
通常、室外機は箱形の筐体１を備え、その内部には熱交換器２、送風ファン３および圧縮
機４などが収納されている。多くの場合、熱交換器２は一つであり、筐体１の一つ面に沿
って平面的に配置されるものもあるが、通常においては、この例のように、筐体１の２つ
の面に沿ってほぼＬ字型に配置されている。
【０００４】
その関係上、圧縮機４は筐体１のコーナーに設置され、また、送風ファン３は熱交換器２
の下流側に配置されている。なお、図示されていないが、圧縮機４の周辺には電装品箱や
操作弁取付基板などが設けられている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような部品配置では次のような課題があった。まず、筐体が天井面側
からの荷重に対して弱く変形をきたしやすい。圧縮機の周りに特に仕切り板が設けられて
いないため、運転時に騒音が外に出やすい。
【０００６】
また、送風ファンについても、主として筐体のベース板側に支持されているため、運転時
の振動がベース板で増幅された後筐体全体に伝達され、極端な場合には共振により大きな
騒音が発生する。また、例えば搬送時の落下衝撃などにより、ベース板が変形した場合圧
縮機が傾いてしまい、そのまま設置されて運転されることがある。
【０００７】
圧縮機が筐体のコーナー部に配置されているため、室外機の重心が偏っている。すなわち
、重量バランスが悪いため持ち運びにくく、特に梯子などで高所に持ち上げる場合に作業
者に余計な負担を強いることになる。
【０００８】
また、熱交換器が一つでＬ字型配置であるため、性能を落とすことなく小型化するにも自
ずと限界があった。したがって、例えば今まで使用していた一体型エアコンに代えてスプ
リット型エアコンを買い換えた場合、一体型エアコン設置用として壁孔から屋外側に張り
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出すように設計された既設の設置台に室外機を置くことになるが、従来の室外機は一様に
大きすぎるため、既設の設置台を改造しなければならないなどの不便さがあった。
【０００９】
本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、その目的は、剛性が高い筐
体構造を有するとともに、運転時の騒音・振動がともに少なく、しかも高性能でよりコン
パクト化されたスプリット型エアコンの室外機を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明のスプリット型エアコンの室外機は、ほぼ矩形状に形
成されたベース板と、上記ベース板の左右両側に配置され、各一端側の一部分が背面側に
回り込むようにほぼＬ字状に折り曲げられた左右一対の熱交換器と、上記ベース板の背面
側のほぼ中央部に設けられた圧縮機と、上記圧縮機の周りを囲むように上記ベース板上に
取り付けられた仕切り板と、上記仕切り板の前面側にモータ支持台を介して取り付けられ
た送風機と、上記ベース板の前面側に配置されたファンリングと、上記ファンリングおよ
び上記熱交換器を覆って上記ベース板に固定された外胴とを備え、上記仕切り板は、上記
ベース板から上記外胴の天井面までの高さにほぼ等しい高さであるとともに、上記各熱交
換器の背面側端部間に配置される開口部を有し、上記開口部の開口面に沿って電装品箱と
操作弁取付基板とが配置されていることを特徴としている。
【００１１】
このように、ベース板のほぼ中央に圧縮機および送風機を配置し、その両側に左右対称的
に２つの熱交換器を配置するとともに、ファンリングと両方の熱交換器を外胴で固定する
ようにしたことにより、筐体の剛性が高められるとともに、全体的に重量バランスがよく
、しかも高性能を維持しながらコンパクトに設計できる。また、圧縮機の周りに仕切り板
が設けられているため低騒音でもある。
【００１２】
　また、本発明において、上記仕切り板は、上記ベース板から上記外胴の天井面までの高
さにほぼ等しい高さであるとともに、上記各熱交換器の背面側端部間に配置される開口部
を有し、その開口部の開口面に沿って電装品箱と操作弁取付基板とが配置されることによ
り、筐体の剛性がより高められ、また、より一層の低騒音化が可能となる。
【００１３】
さらに、筐体の剛体化を図るうえで、熱交換器に対する係止手段を備えた天井補強板をフ
ァンリングの上部に設けることが好ましい。また、仕切り板の上端に上部フランジを形成
して外胴の天井面を支えるようにするとよい。
【００１４】
また、組み立て作業性の観点から、仕切り板の下端側にベース板側に向けて斜め下方に折
り曲げられた位置決め兼ネジ止め用の係止片を設け、ベース板側には係止片がネジ止めさ
れる受け板を形成することが好ましい。
【００１５】
遮音効果を高めるには、仕切り板の内面に遮音材を設けるとよい。また、仕切り板の一部
分に放熱用のルーバーを形成することにより、圧縮機周りの電気部品の寿命を長くするこ
とができる。
【００１６】
仕切り板を左右対称形状とすることにより、筐体内への吸込風量が左右でほぼ等しくなる
ため、２つの熱交換器に同じものが使用できる。すなわち、熱交換器の共用化が図れる。
【００１７】
筐体の剛体化を図るため、モータ支持台は仕切り板とともに外胴の天井面を支持するよう
に、その上端が仕切り板の上端に固定され、下端側がベース板に固定されることが好まし
い。
【００１８】
本発明の好ましい態様によれば、送風機の振動を抑えるため、モータ支持台に仕切り板に
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当接して同仕切り板との間隔を一定に保つスペーサが設けられる。スペーサは、モータ支
持台から一体に折り曲げられた板材からなるが、仕切り板に対する当接面に絞り加工によ
る凸部を形成することにより、振動伝達面を小さくできる。
【００１９】
また、モータ支持台のベース板に固定される下端側に、同モータ支持台よりも幅広の固定
フランジを連設して、ベース板との一体化を図ることにり、送風機の振動がより効果的に
抑えられる。
【００２０】
ベース板には、その四隅に設けられている設置台に対する設置用脚部とは別に、圧縮機の
周りに同ベース板を下側に凹ませてなる圧縮機用支持脚が少なくとも３箇所に設けられて
いることも、本発明の特徴の一つであり、これによれば、圧縮機の振動がその支持脚によ
って減衰される。
【００２１】
圧縮機用支持脚は、設置用脚部よりも低く、圧縮機の重量によるベース板の撓みにより設
置台に接するようにすることが好ましく、これにれば、仮にベース板に搬送時などの落下
衝撃により歪が生じたとしても、圧縮機が傾いて設置されるおそれがなくなる。より好ま
しくは、圧縮機用支持脚は、圧縮機の周りに同心円上に等間隔で配置され、圧縮機を中心
とする所定曲率の円弧状に形成される。
【００２２】
また、本発明の好ましい態様によれば、配管および電気配線作業を容易とするため、電装
品箱が上側で、その下側に操作弁取付基板が配置され、操作弁取付基板には、二方操作弁
と三方操作弁の２つの操作弁が水平方向に所定の間隔をもって離された状態で、三方操作
弁が二方操作弁よりも上部位置に配置される。また、電装品箱内の配線接続部が、二方操
作弁の上方に配置される。
【００２３】
仕切り板が左右非対称形で、左右の熱交換器で吸込風量が異なる場合には、吸込風量が多
い方の熱交換器側の熱交換能力が吸込風量が少ない方の熱交換器側の熱交換能力よりも大
きく設定されることが好ましい。
【００２４】
その方法としては、冷媒配管の列数によってもよいし、熱交換器のフィンピッチもしくは
フィン幅によってもよく、また、熱交換器のフィンに設けられるスリットもしくはルーバ
ーによってもよい。
【００２５】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施形態について説明する。まず、図１の分解斜視図、図２の平面透視図
および図３の側面透視図を参照して、この実施形態に係る室外機が備える基本的な構成要
素について説明する。
【００２６】
この室外機は、ほぼ矩形状に形成されたベース板１００と、ベース板１００の左右両側に
配置される左右一対の熱交換器２００，２００とを備えている。この実施形態において、
ベース板１００は金属板からなり、その四隅の各々に下側に向けて凸とされた設置用脚部
１１０が形成されている。図３には、四隅に設けられる設置用脚部１１０の内の２つが示
されている。
【００２７】
各熱交換器２００は、その一端側の一部分がベース板１００の背面側に回り込むようにほ
ぼＬ字状に折り曲げられており、この実施形態では左右対称形である。すなわち、部品コ
スト低減のため、一つの熱交換器２００を左側熱交換器と右側熱交換器とに兼用している
。
【００２８】
ベース板１００の背面側のほぼ中央部に、圧縮機３００が設けられる。また、ベース板１



(5) JP 4671007 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

００には、圧縮機３００の周りを囲むように仕切り板４００が設置される。この実施形態
において、仕切り板４００は板金製であって、熱交換器２００，２００の背面側端部間に
配置される開口部４１０を備えている。
【００２９】
仕切り板４００の開口部４１０内には、電装品箱４３０と操作弁取付基板４５０とが取り
付けられる。仕切り板４００の前面側（反開口部４１０側）には、モータ支持台５００を
介して送風機５５０が取り付けられる。送風機５５０は、ファンモータ５５１とプロペラ
ファン５５３とからなる。
【００３０】
ベース板１００の前面側には、プロペラファン５５３と対向する位置にベルマウス６１０
を有するファンリング６００が配置される。ファンリング６００の上部に天井補強板６２
０がネジ止めされる。ベース板１００には、組み立て最終工程で、外胴７００が熱交換器
２００，２００およびファンリング６００に被せられるとともに、ファンリング６００の
前面に吹出しグリル８００が取り付けられる。なお、外胴７００を被せるにあたって、熱
交換器２００，２００の上部にはパッキング材２３０，２３０が配置される。また、図示
されていないが、天井補強板６２０の上部にも同様のパッキング材が配置される。
【００３１】
図４を参照して、天井補強板６２０の端部には係止片６２１が下方に向けてほぼ直角に折
り曲げられており、これに対して、熱交換器２００の前方管寄せ板２１０の上端角部には
係止スリット２１１が設けられている。係止片６２１を係止スリット２１１に差し込むこ
とにより、天井補強板６２０と熱交換器２００とが連結される。
【００３２】
図１を参照して、各熱交換器２００の前方管寄せ板２１０には、雌ネジ穴２１２が例えば
２箇所に設けられている。これに対応して、ファンリング６００側にもネジ挿通孔６０２
が穿設されており、ファンリング６００側からネジ込まれる図示しない雄ネジにより、各
熱交換器２００がファンリング６００にネジ止めされる。
【００３３】
熱交換器２００の後方管寄せ板２２０は、仕切り板４００の開口部４１０にある端板４１
１にネジ止めされる。ネジはいずれもタッピンネジであってよい。このようにして、熱交
換器２００，２００、ファンリング６００および仕切り板４００が一体的に連結される。
【００３４】
天井補強板６２０は、天面側からの荷重に対する強度向上ために設けられるが、本発明に
おいて、天井補強板６２０は別の役割を担っている。通常、プロペラファン５５３の送風
性能上、ファンリング６００のベルマウス６１０は環状に連続して形成される。
【００３５】
これに反して、この実施形態では、室外機の高さ寸法を低くするため、図１およびファン
リング６００の正面図である図５に示すように、ベルマウス６１０の上側の一部分をカッ
トし、そのカットされた部分を補完するため、天井補強板６２０にベルマウス６１０に連
続する円弧状の補完凹部６２２を形成している。
【００３６】
これにより、より大径のプロペラファン５５３を使用し、その送風性能を落とすことなく
、室外機の高さ寸法を低くしてコンパクト化を図ることができる。図６の斜視図に、ベル
マウス６１０の組み立て状態を示す。なお、室外機の高さ寸法をより低くするため、ベル
マウス６１０の下側の一部分をもカットする必要がある場合には、ベース板１００側にも
ベルマウス６１０に連続する円弧状の補完凹部を設ければよい。
【００３７】
また、別の方法として、高さ寸法の制約などから、例えば天井補強板６２０自体を用いる
ことができず、ベルマウス６１０の補完凹部６２２を形成できない場合には、図７に模式
的に示すように、本来円形に形成されるベルマウス６１０を参照符号６１０ａで示す楕円
形に変更して、プロペラファン５５３とのクリアランスを調整することにより、空気吹出
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し方向の風速のバランスの均等化を図ることもできる。
【００３８】
次に、図８を追加的に参照して、仕切り板４００は、ベース板１００から外胴７００の天
井面７１０までの高さにほぼ等しい高さを有し、その上端には上記天井面７１０を支持す
る上部フランジ４１２が形成されている。また、仕切り板４００の下端側にも、ベース板
１００に対する設置安定性を得るための下部フランジ４１５が形成されている。
【００３９】
この場合、上部フランジ４１２には、モータ支持台５００の上端がネジ止めされる受け板
４１３が連設されている。受け板４１３は、モータ支持台５００に対する位置決め用の凹
部４１４を備えている。なお、外胴７００を被せる際、熱交換器２００と同じく、上部フ
ランジ４１２にもパッキング材が装着される。
【００４０】
下部フランジ４１５には、ベース板１００に対するネジ止め片４２０が形成されるが、好
ましくは図９に例示するように、ネジ止め片４２０の一部分にベース板１００側に向けて
斜め下方に折り曲げられた位置決め兼ネジ止め用の係止片４２１を形成し、これに対応し
て、ベース板１００側には、係止片４２１の相手方となる受け板１２０を形成するとよい
。
【００４１】
また、より正確な位置決めを行なうようにするため、ネジ止め片４２０に例えば菱形の位
置決め孔４２２を穿設し、これに対応して、ベース板１００側には、位置決め孔４２２内
に嵌合する切り起こし舌片１２１を形成するとよい。
【００４２】
図示されていないが、仕切り板４００の内面には遮音材が設けられる。遮音材は樹脂塗膜
や発泡樹脂シートであってよい。また、この実施形態においては、仕切り板４００内の温
度を適正に維持して圧縮機３００の付属電気部品の長寿命化を図るため、仕切り板４００
の一部分には、放熱用のルーバー４２３が形成されている。
【００４３】
この実施形態においては、圧縮機３００の側方にアキュムレータ３１０が付設されている
ため、図２に例示されているように、仕切り板４００は左側壁がフラットであるのに対し
て、アキュムレータ３１０が存在する右側壁側が出っ張る左右非対称形となっている。
【００４４】
したがって、右側熱交換器２００側の通風抵抗が左側熱交換器２００の通風抵抗よりも高
くなり、左右の熱交換器で吸込風量が異なることになる。そこで、本発明では、吸込風量
が多い方の熱交換器側（この例では左側熱交換器２００）の熱交換能力を吸込風量が少な
い方の熱交換器側（この例では右側熱交換器２００）の熱交換能力よりも大きく設定して
、熱交換能力の適正化と低騒音化を図るようにしている。
【００４５】
その一つの方法として、この実施形態では図２のように、冷媒配管を左側熱交換器２００
側では例えば２列（２パス）とし、右側熱交換器２００側では例えば１列（１パス）とし
ているが、別の方法として、熱交換器のフィンピッチもしくはフィン幅を異ならせてもよ
く、また、熱交換器のフィンに設けられるスリットもしくはルーバーの数や形状を異なら
せるようにしてもよい。
【００４６】
なお、この実施形態とは異なり、アキュムレータ３１０を圧縮機の背面側もしくは前面側
に配置して、仕切り板４００を左右対称形状とすることにより、左右の熱交換器２００，
２００を通過する吸込風量がほぼ等しくなるため、各熱交換器に熱交換能力の等しい同一
の熱交換器を用いることができる。したがって、その分、部品点数を削減できコスト低減
が図れる。
【００４７】
図１０を追加的に参照して、モータ支持台５００は仕切り板４００の前面側に配置され、
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筐体の剛体化を図るため、仕切り板４００とともに外胴７００の天井面７１０を支持する
ように、その上端が仕切り板４００の上端に固定され、下端側がベース板１００に固定さ
れる。
【００４８】
この実施形態において、モータ支持台５００は梯子状に形成され、その中央部にファンモ
ータ５５１の取付孔５１０を備えている。モータ支持台５００の上部には、仕切り板４０
０の受け板４１３に被せるようにして取り付けられる上枠５２０が設けられている。上枠
５２０のほぼ中央には、受け板４１３の凹部４１４に嵌合する位置決め凹部５２１が形成
されており、凹部４１４と凹部５２１とがタッピンネジによって固定される。
【００４９】
また、モータ支持台５００の側枠５３０には、ファンモータ５５１の振動を抑えるため、
仕切り板４００の前面に当接して同仕切り板４００との間隔を一定に保つスペーサ５３１
が設けられている。
【００５０】
この場合、スペーサ５３１は、側枠５３０から一体に折り曲げられた板材からなるが、仕
切り板４００に対する振動伝達面を小さするため、図１１に示すように、絞り加工による
凸部５３２が形成されている。なお、図１０には一方の側枠５３０側のスペーサ５３１し
か示されていないが、他方の側枠５３０側にも同様に設けられている。
【００５１】
また、モータ支持台５００の下枠５４０には、ベース板１００に対する固定フランジ５４
１が連設されている。固定フランジ５４１は、ベース板１００に対して広い面積で接触す
るように下枠５４０から前方に向けてほぼ直角に折り曲げられているとともに、モータ支
持台５００の幅よりも広幅となるように左右に広がる翼片５４２，５４２を備えている。
【００５２】
モータ支持台５００は、固定フランジ５４１およびその左右の翼片５４２，５４２を介し
てベース板１００に対してネジ止めされ、これにより、ベース板１００との一体化が図れ
、ファンモータ５５１の振動がより効果的に抑えられる。
【００５３】
先に説明したように、ベース板１００の四隅には設置台に対する設置用脚部１１０（図３
参照）が設けられているが、図１２を参照して、ベース板１００には設置用脚部１１０と
は別に、圧縮機３００の周りに、同ベース板１００を下側に例えば断面半円状（樋状）に
凹ませてなる圧縮機用支持脚１３０が少なくとも３箇所に設けられている。
【００５４】
圧縮機用支持脚１３０は、圧縮機３００の周りに同心円上に等間隔で配置されるとともに
、その各々が平面視で圧縮機３００を中心とする所定曲率の円弧状に形成されることが好
ましい。圧縮機用支持脚１３０の高さは、設置用脚部１１０よりも低く、圧縮機３００の
重量によるベース板１００の撓みにより設置台に接する高さに設定される。
【００５５】
この圧縮機用支持脚１３０により、圧縮機３００によるベース板１００の振動が抑制され
、また、仮にベース板１００に搬送時などの落下衝撃により歪が生じたとしても、圧縮機
１００が傾いて設置されるおそれがなくなる。
【００５６】
図１３の背面側斜視図を参照して、電装品箱４３０と操作弁取付基板４５０は、仕切り板
４００の開口部４１０内に電装品箱４３０を上として縦一列に並ぶように装着されている
。
【００５７】
電装品箱４３０は、主な電気部品として、ターミナル（配線接続部）４３１、圧縮機用キ
ャパシタ４３２およびファンモータ用キャパシタ４３３などを備えており、また、操作弁
取付基板４５０には、二方操作弁４５１と三方操作弁４５２とが設けられている。
【００５８】
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本発明によると、二方操作弁４５１と三方操作弁４５２は、水平方向に所定の間隔をもっ
て離された上で、三方操作弁４５２が上側に、そして二方操作弁４５１がそれよりも下側
に配置され、これにより三方操作弁４５２のサービスバルブ付近をオープンにし、図示し
ないチャージホースを接続しやすくしている。なお、二方操作弁４５１の取付角度は三方
操作弁４５２側に傾けることが好ましい。
【００５９】
また、電装品箱４３０側については、ターミナル４３１が三方操作弁４５２側ではなく、
二方操作弁４５１の上方に配置される。このような配置形態をとることにより、図１４に
示されているように、室内機と接続する接続配管ＣＰの二方操作弁４５１と三方操作弁４
５２とに対する接続作業が容易に行えるとともに、電気コードＣＡについても、三方操作
弁４５２に接続される太管に邪魔されることなくターミナル４３１に容易に接続すること
が可能となる。
【００６０】
次に、ファンリング６００に取り付けられる吹出しグリル８００について説明する。この
室外機では、例えば図６に示されているように、吹出しグリル８００のグリル中央部８１
０を外側に向けて円弧状に膨出させ、その形状に合わせてプロペラファン５３３の翼後縁
を延長することにより、送風性能の改善を図っている。なお、プロペラファン５３３の翼
後縁とは、送風方向の下流側に位置する縁である。
【００６１】
この実施形態において、プロペラファン５３３は３枚羽根であるが、図１５（ａ）にその
内の１枚を斜視図にて示し、そのＡ－Ａ線に沿った螺旋方向の断面を図１５（ｂ）に示す
。これらの図において、斜線部分がプロペラファン５３３の延長部分５３４であり、実際
にこの延長部分５３４の螺旋方向に沿った幅Ｗ１を２０ｍｍ（プロペラファンの軸線方向
に沿った幅Ｗ２で１６ｍｍ）として、延長部分のないプロペラファン（比較例）と送風性
能を比較した。
【００６２】
その結果、図１６の風量－回転数の対比グラフから分かるように、同じ回転数では本発明
例の方が風量８０ｍ３／ｈ分増加しているが、図１７の回転数－騒音の対比グラフからす
ると、騒音値は同じ回転数では本発明例の方が０．８ｄＢだけ高い。しかしながら、図１
８の風量－騒音の対比グラフからすると、同じ風量で本発明例の方が騒音値は０．６ｄＢ
低い。したがって、全体的評価では送風性能が改善されたと言える。
【００６３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、その基本的な構成として、ほぼ矩形状に形成され
たベース板の左右両側に、各一端側の一部分が背面側に回り込むようにほぼＬ字状に折り
曲げられた左右一対の熱交換器を配置するとともに、ベース板の背面側のほぼ中央部に圧
縮機を配置して、この圧縮機の周りを各熱交換器の背面側端部間に配置される開口部を有
する仕切り板で囲い、この仕切り板の前面側にモータ支持台を介して送風機を配置すると
ともに、ベース板の前面側にファンリングを配置して、外胴をファンリングおよび熱交換
器の上から被せて抑える一方で、仕切り板で外胴の天井面を支持し、仕切り板の開口部内
に電装品箱と操作弁取付基板を装着するようにしたことにより、剛性が高い筐体構造を有
するとともに、運転時の騒音・振動がともに少なく、しかも高性能でよりコンパクト化さ
れたスプリット型エアコンの室外機が提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る室外機の分解斜視図。
【図２】上記室外機の平面透視図。
【図３】上記室外機の側面透視図。
【図４】上記室外機に用いられる天井補強板と熱交換器の係止手段の構成を示した要部分
解斜視図。
【図５】上記室外機に用いられるファンリングの正面図。
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【図６】上記ファンリング周りの組み立て状態を示した斜視図。
【図７】上記ファンリングの変形例を模式的に示した正面図。
【図８】上記室外機に用いられる仕切り板を示した斜視図。
【図９】上記仕切り板の好適な位置決め要素を示した斜視図。
【図１０】上記仕切り板にモータ支持台を取り付けた状態を示す斜視図。
【図１１】上記モータ支持台が備える当接板の断面図。
【図１２】圧縮機周りのベース基板に形成される圧縮機用支持脚を示した平面図。
【図１３】上記仕切り板に電装品箱と操作弁取付基板を装着した状態を示す背面図。
【図１４】配管および配線状態を示した図１３と同様の背面図。
【図１５】上記室外機に用いられるプロペラファンの好適例を示した斜視図およびその断
面図。
【図１６】上記プロペラファンの風量－回転数の対比グラフ。
【図１７】上記プロペラファンの回転数－騒音の対比グラフ。
【図１８】上記プロペラファンの風量－騒音の対比グラフ。
【図１９】従来の室外機の内部配置構造を示した模式的平面図。
【符号の説明】
１００　ベース板
１１０　設置用脚部
１３０　圧縮機用支持脚
２００　熱交換器
２１０　前方管寄せ
２２０　後方管寄せ
３００　圧縮機
３１０　アキュムレータ
４００　仕切り板
４１０　開口部
４３０　電装品箱
４３１　ターミナル
４５０　操作弁取付基板
４５１　二方操作弁
４５２　三方操作弁
５００　モータ支持台
５１０　モータ取付孔
５２０　上枠
５３０　側枠
５３１　スペーサ
５４０　下枠
５４１　固定フランジ
５５０　送風機
５５１　ファンモータ
５５３　プロペラファン
６００　ファンリング
６１０　ベルマウス
６２０　天井補強板
６２１　係止片
６２２　補完凹部
７００　外胴
７１０　天井面
８００　吹出しグリル
８１０　グリル中央部
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